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《
自
己
負
担
割
合
が
変
更

に
な
っ
た
場
合
、
新
し
い

被
保
険
者
証
を
お
送
り
し

ま
す
》

　
後
期
高
齢
者
医
療
で
は
、
毎

年
８
月
１
日
現
在
の
世
帯
状
況

お
よ
び
前
年
中
の
所
得
額
や
世

帯
の
収
入
に
基
づ
い
て
、
受
診

時
の
自
己
負
担
割
合
（
１
割
ま

た
は
３
割
）
の
見
直
し
を
行
い

ま
す
。

 

自
己
負
担
割
合
が
変
更
に

な
っ
た
方
の
み
、
７
月
末
ま
で

に
新
し
い
被
保
険
者
証
を
お
送

り
し
ま
す
の
で
、
現
在
お
持
ち

の
被
保
険
者
証
は
返
却
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

変
更
に
な
る
前
の
被
保
険
者

証
を
誤
っ
て
医
療
機
関
に
提
示

し
、
診
療
を
受
け
た
場
合
に
は
、

再
度
支
払
額
の
清
算
が
必
要
と

な
り
、
一
部
負
担
金
の
差
額
の

返
還
を
求
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
自
己
負
担
割
合
の
軽
減
】

 

所
得
に
よ
る
判
定
で
３
割
負

担
に
該
当
し
た
方
で
も
、
収
入

額
が
一
定
の
基
準
額
に
満
た
な

い
場
合
は
、
申
請
を
し
て
い
た

だ
く
と
自
己
負
担
割
合
が
１
割

と
な
り
ま
す
。

 

該
当
と
な
る
方
に
は
、
申
請

書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
軽

減
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

《
高
額
療
養
費
等
の
払
い

戻
し
申
請
に
つ
い
て
》

  

後
期
高
齢
者
医
療
に
は
各
種

医
療
費
等
の
払
い
戻
し
制
度
が

あ
り
ま
す
。
医
療
機
関
で
支
払
っ

た
１
カ
月
の
医
療
費
が
高
額
に

な
り
、
医
療
費
の
払
い
戻
し
が

生
じ
た
場
合
（
高
額
療
養
費
）

は
、
対
象
と
な
る
方
に
通
知
を

お
送
り
し
ま
す
。

 

原
則
、
払
い
戻
し
に
は
手
続

き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
次
の

①
〜
③
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

な
お
、
通
知
書
が
届
い
た
方
は

必
ず
、
市
役
所
保
険
課
ま
た
は

各
支
所
の
窓
口
で
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
。

 

①
手
続
き
は
初
回
の
み
で
、
２

回
目
以
降
は
払
い
戻
し
が
生

じ
て
も
手
続
き
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

②
平
成
２０
年
３
月
末
日
ま
で
に

老
人
保
健
制
度
で
高
額
療
養

費
の
口
座
へ
の
払
い
戻
し
手

続
き
を
取
ら
れ
て
い
る
方
は
、

再
度
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

《
注
意
》

 

払
い
戻
し
は
口
座
振
込
の
み

と
な
り
ま
す
の
で
、
窓
口
払
い

で
払
い
戻
し
を
受
け
ら
れ
て
い

た
方
は
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外

の
金
融
機
関
の
口
座
の
届
出
を

お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

③
銀
行
の
口
座
番
号
や
口
座
名

義
人
等
の
変
更
が
あ
っ
た
場

合
は
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
必
要
な
も
の
】

 
被
保
険
者
証
・
認
印
・
口
座

番
号
の
わ
か
る
も
の

  

な
お
、
非
課
税
世
帯
の
方
に

は
入
院
時
自
己
負
担
額
お
よ
び

食
事
代
等
減
額
制
度
も
あ
り
ま

す
が
、
申
請
手
続
き
が
必
要
で

す
の
で
該
当
さ
れ
る
方
は
窓
口

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 
《
健
診
に
つ
い
て
》

 

　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か

ら
依
頼
し
、
回
答
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
「
日
常
生
活
ア
ン
ケ
ー

ト
」
を
基
に
健
診
対
象
の
該
当

者
で
健
診
を
希
望
さ
れ
た
方
に

は
、
案
内
文
書
と
受
診
券
を
お

送
り
し
ま
す
。

　
な
お
、
今
年
７５
歳
に
な
ら
れ

る
方
は
、
保
険
課
か
ら
「
日
常

生
活
ア
ン
ケ
ー
ト
」
を
お
送
り

し
ま
す
。
ご
返
送
い
た
だ
き
し

だ
い
、
健
診
対
象
の
該
当
の
方

へ
ご
案
内
し
ま
す
。

《
注
意
》

 

４
月
か
ら
健
診
制
度
が
改
正

と
な
り
、
後
期
高
齢
者
の
健
康

診
査
は
、
実
施
す
る
こ
と
に
よ

り
糖
尿
病
・
高
血
圧
・
脂
質
異

常
症
（
高
脂
血
病
）
な
ど
の
生

活
習
慣
病
の
早
期
発
見
に
努
め
、

後
期
高
齢
者
の
健
康
の
保
持
増

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
現
在
糖

尿
病
、
高
血
圧
性
疾
患
な
ど
の

生
活
習
慣
病
で
す
で
に
治
療
中

（
服
薬
等
を
含
む
）
の
方
は
、

健
診
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

お知らせ

後
期
高
齢
者
医
療（
長
寿
医
療
）の
お
知
ら
せ



寄
　
付

 

香
美
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ

 

依
光
　
夫
さ
ん
（
土
佐
山
田
町

上
小
島
）
か
ら

　
平
成
２０
年
２
月
２０
日
に
亡
く

な
ら
れ
た
母
・
初
子
さ
ん
の
香

典
返
し
と
し
て
金
一
封
を
寄
付

さ
れ
ま
し
た
。

 

岡
村
裕
包
さ
ん
（
土
佐
山
田
町

北
本
町
一
）
か
ら

　
平
成
２０
年
２
月
２３
日
に
亡
く

な
ら
れ
た
父
・
龍
太
さ
ん
の
香

典
返
し
と
し
て
３０
万
円
を
寄
付

さ
れ
ま
し
た
。

 

お
わ
び
と
訂
正

 

広
報
香
美
５
月
号
で
次
の
誤

り
が
あ
り
ま
し
た
。

 

お
わ
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま

す
。

◆
１９
頁
『
お
誕
生
お
め
で
と
う
』

 

比
豫
森
凛
ち
ゃ
ん
の
父

 

（
誤
）
賢
一

 

（
正
）
正
恭

※
本
誌
２１
頁
に
あ
ら
た
め
て
掲

載
し
て
い
ま
す
。
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《保険料の支払方法等について》
　被保険者の方の保険料は、原則として、年金からの天引きとなっていますが、４月からの年金から
の天引きの対象となられていない方には、７月以降下表の内容の保険料に関する通知をお送りします。
　また、４月より年金から天引きをされている方には、７月に保険料額決定通知書と特別徴収（本徴収）
開始通知書（１０・１２・２月）をお送りします。

対
象

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
場
合

納
付
書
等
で
個
別
に
支
払
う
場
合

①「平成２０年４月支給分の年金から天引きの対
象になっていない従来国保に加入していた方」
（※平成２０年４月下旬以降に国保に加入した７５
歳以上の方等）
 
②「被用者保険の被保険者本人であった方」

「被用者保険（社会保険等）の被扶養者であった方」
（平成２０年度に限り、４月～９月までの半年間は保
険料徴収の凍結となりますので、１０月以降から保
険料を負担していただくことになります）

【支払方法】
 ７・８・９月は納付書等で個別に納付していた
だき、１０・１２・２月は年金からの天引きとなり
ます。
 
【お送りするもの】
 ・ 保険料額決定通知書
 ・ 保険料納入通知書（７･８･９月分）
 ・ 特別徴収開始通知書

【支払方法】
 １０・１２・２月と年金からの天引きとなります。
 
 
 
【お送りするもの】
 ・ 保険料額決定通知書
 ・ 特別徴収開始通知書

【支払方法】
 ７月～翌年３月にかけて９期（回）に分け
て納付していただくことになります。
 
 
【お送りするもの】
 ・ 保険料額決定通知書
 ・ 保険料納入通知書

【支払方法】
 １０月に納付書をお送りしますので、１０月～
翌年３月までの４期（回）に分けて納付して
いただくことになります。
 
【お送りするもの】
 ・ 保険料額決定通知書
 ・ 保険料納入通知書（１０月送付）

お知らせ


